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２
．
外
国
人
雇
用
状
況
の
届
け
出
に
つ
い
て

Ｑ
３　
外
国
人
を
雇
っ
た
場
合
や
離
職
し
た
場
合

　
　
　

に
、
ど
こ
か
に
届
け
出
る
の
で
す
か
？

Ａ　

外
国
人
を
雇
っ
た
場
合
や
離
職
し
た
際

は
、そ
の
氏
名
、在
留
資
格
な
ど
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
４　
対
象
と
な
る
外
国
人
と
は
？

Ａ　
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
方
で
、
在
留
資
格

「
外
交
」、「
公
用
」
以
外
の
方
が
届
け
出
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
在
留
資
格
「
特
別
永
住
者
（
在
日
韓

国
・
朝
鮮
人
等
）」
の
方
は
、
特
別
の
法
的
地

位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
外
国
人
雇
用
状

況
の
届
出
制
度
の
対
象
外
と
さ
れ
て
お
り
、
届

け
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
５　
ど
の
よ
う
な
方
法
？

Ａ　
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
と
な
る
外
国
人
に

つ
い
て
は
、「
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
」
や
「
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
届
」

の
中
の
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
と
な
ら
な

い
外
国
人
に
つ
い
て
は
、「
外
国
人
雇
用
状
況
届

（
様
式
第
３
号
）」に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、

届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
６　
届
け
出
を
す
る
際
の
注
意
点
は
？

Ａ　
外
国
人
雇
用
状
況
の
届
け
出
の
際
に
、
外

国
人
労
働
者
の
在
留
カ
ー
ド
ま
た
は
旅
券
（
パ

ス
ポ
ー
ト
）
な
ど
の
提
示
を
求
め
、
届
け
出

る
事
項
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、「
留

学
」
や
「
家
族
滞
在
」
な
ど
の
在
留
資
格
の
外

国
人
が
資
格
外
活
動
許
可
を
受
け
て
就
労
す
る

場
合
、
在
留
カ
ー
ド
や
旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）、

ま
た
は
資
格
外
活
動
許
可
書
な
ど
に
よ
り
資
格

外
活
動
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

Ｑ
７　
届
け
出
し
な
か
っ
た
場
合
、
罰
則
な
ど

　
　
　
あ
り
ま
す
か
？

Ａ　
雇
用
対
策
法
に
抵
触
し
、
30
万
円
以
下
の

罰
金
の
対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ
８　
留
学
生
が
行
う
ア
ル
バ
イ
ト
も
届
け
出

　
　
　
対
象
と
な
り
ま
す
か
？

Ａ　
対
象
と
な
り
ま
す
。
届
け
出
に
あ
た
り
、

資
格
外
活
動
の
許
可
を
得
て
い
る
こ
と
も
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
な
お
、
短
期
ア
ル
バ
イ
ト
の
場

合
は
雇
い
入
れ
日
と
離
職
日
の
双
方
を
記
入
し

て
、
ま
と
め
て
届
け
出
で
き
ま
す
。

３
．
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善

　
　
に
つ
い
て

Ｑ
９　
外
国
人
を
雇
っ
た
後
に
気
を
付
け
る
こ

　
　
　
と
は
？

Ａ　
外
国
人
が
能
力
を
発
揮
で
き
る
適
切
な
人

事
管
理
と
就
労
環
境
の
整
備
を
お
願
い
し
ま

す
。
厚
生
労
働
省
で
は
法
令
に
基
づ
き
、
外
国

人
労
働
者
が
日
本
で
安
心
し
て
働
き
、
そ
の
能

力
を
十
分
に
発
揮
す
る
環
境
が
確
保
さ
れ
る
よ

う
、
事
業
主
が
行
う
べ
き
事
項
に
つ
い
て
指
針

を
定
め
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
宮
城
労
働
局
Ｈ
Ｐ
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

http://m
iyagi-roudoukyoku.jsite.

m
hlw
.go.jp/2/240/248.htm
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誌上相談室 Q＆A　我が国で働く外国人はこのところ増加の
一途をたどっています。国内全体を見渡す
と、100万人を超える外国人が働いてい
ます。宮城県内でも7800人を超えており

（いずれの数値も平成28年10月末現在のも
の）、読者の皆さんのお近くでも外国人が
働いている姿を目にする機会も増えている
のではないでしょうか。今回は近年注目度
が上がっている外国人を雇用する場合の注
意点について解説します。

小
野
寺  

正
道 

氏

【
回
答
】

宮
城
労
働
局
職
業
安
定
部
職
業
対
策
課

（
宮
城
野
区
鉄
砲
町
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
雇
用
開
発
主
任

【テーマ】

外国人を雇用する際に
留意すること
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県内の外国労働者の推移
１
．
募
集
・
採
用
に
あ
た
っ
て

Ｑ
１　
外
国
人
を
募
集
し
た
い
場
合
の
注
意
点

　
　
　
は
？ 

Ａ　
募
集
の
際
に
、「
外
国
人
の
み
を
対
象
と
す

る
こ
と
」
や
、「
外
国
人
の
応
募
が
で
き
な
い
」

と
い
う
求
人
を
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
国

籍
を
条
件
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ス
キ
ル
や
能

力
を
条
件
と
し
て
求
人
を
出
す
よ
う
に
し
、
公

正
採
用
選
考
お
よ
び
人
権
上
の
配
慮
か
ら
も
、

面
接
時
に
「
国
籍
」
等
の
質
問
は
行
わ
な
い
で

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
在
留
資
格
の
確
認
は
口
頭
で
行
う
よ
う

に
し
て
い
た
だ
き
、
在
留
カ
ー
ド
等
は
採
用
決

定
後
に
提
示
を
求
め
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。

Ｑ
２　
外
国
人
を
雇
用
す
る
際
の
注
意
点
は
？

Ａ　
外
国
人
を
雇
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
外
国

人
が
就
労
可
能
な
在
留
資
格
を
付
与
さ
れ
て
い

る
か
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
採

用
決
定
後
に
在
留
カ
ー
ド
等
の
提
示
を
求
め
る

場
合
に
は
、
個
人
情
報
で
あ
る
こ
と
を
十
分
ご

留
意
の
上
ご
確
認
く
だ
さ
い
。


